
 

   景観計画を変更した旨の告示 

 景観法（平成１６年法律第１１０号）第８条第１項の規定に基づく

景観計画を変更したので、同法第９条第８項の規定により準用する同

条第６項の規定により、次のとおり告示し、同項の規定により、この

景観計画の図書を公衆の縦覧に供します。 

   令和７年１１月１３日 

川崎市長  福  田   紀  彦   

 

１  計画の名称 

  川崎市景観計画 

 

２  計画の区域 

  川崎市全域 

 

３  施行期日 

  令和８年２月１日 

 

４  縦覧場所 

  川崎市まちづくり局計画部景観・地区まちづくり支援担当 

川崎市告示第593号

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

